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１ 基本方針  

 

令和６年度の国民健康保険事業については、計画的かつ効率的な運営を

目途として、次に掲げる主要事業の積極的促進を図るため事業計画を策定し、

その執行にあたっては進捗状況の把握等に十分留意するものとする。  

 

 

 

２ 主要事業  

 

令和６年度の国民健康保険事業の運営にあたっては、次に掲げる事業に重

点を置いて取り組むものとする。 

(１) 収納率向上対策事業について 

(２) 適用適正化対策事業について 

(３) 医療費適正化対策事業について 

(４) 広報啓発事業について 

(５) 保健事業及び特定健康診査等について 
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３ 個別重点取組事項  

 

 (１) 収納率向上対策事業について 

収納率向上対策事業の充実・強化を促進するため、徴収部門と連携しな

がら対応するものとする。 

【令和６年度国保税目標徴収率】 

現年度課税分    96.4％ 

※被保険者数３千～１万人未満  全国上位 30％ 

① 滞納者の把握  

税滞納者の実態（所得・職業・滞納原因等）を把握、分析し、個々の資力に応じ

た徴収計画を策定、実施する。 

② 口座振替・コンビニ収納・スマホ納税の推進  

納付書発送時や広報紙への記事掲載、窓口でのペイジーの案内などあらゆる

機会を捉え口座振替納付の勧奨に努める。また、平成２４年度から納税者の利便

性を確保するため、休日・夜間も支払が可能なコンビニ収納、平成３０年６月から

いつでもどこでも納付ができるスマートフォンアプリ決済等を実施し、様々な機会に

利用を周知する。 

③ 悪質滞納者対策  

自主的な納付が見込まれないと判断した事案について、滞納者の財産調査を

行い、預貯金を中心とした差押えなどの滞納処分を執行する。 

④ 短期保険証及び資格証明書の交付  

分納誓約者の納付状況を確認した上で短期保険証を交付する。また、短期保

険証の更新時の納税相談、弁明書提出の機会を活用して収納率の向上に努める。  

なお、納付催告、納税相談等に全く応じない者に対しては、税の公平負担の観

点から資格証明書を交付し、文書による納付催告、納税相談、滞納処分等により、

滞納者と接触を図り滞納額の縮減に努める。 
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 (２) 適用適正化対策事業について 

被保険者資格の適正な適用事務は国保事業を運営する上で基本的事項

であり、その資格の的確な把握を行うものとする。 

 

① 保険資格重複適用者対策について 

日本年金機構と連携を図り、国民年金第１号・第３号被保険者資格喪失者一

覧表を活用して、厚生年金保険等の資格を取得した者に対して、国保の資格を確

認し国保と社保の保険資格が重複していると思われる者に対し、保険資格の異動

手続きを促す。 

② 適正な賦課について 

税務課と協力し適正な所得の把握に努め、所得申告の指導を徹底する。未申

告者に対しては、保険税の軽減措置などが講ぜられないなど、申告の必要性を窓

口やＨＰで周知する。 

③ 居所不明被保険者実態調査について 

国民健康保険証、納税通知書、督促状等の返戻分について調査票を作成の

上、実態調査を行い台帳整理し、その後、市民係に住民登録の職権消除の依頼

を行う。 
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 (３) 医療費適正化対策事業について 

保険者として国保事業の健全性を維持するため、医療の実態を把握し分

析・点検することにより、適正な医療費の支出を実現するものとする。 

 

① レセプト点検事業について 

ア レセプト点検業務の概要  

レセプト点検業務の強化を図るため、市担当職員に加えレセプト点検事務に精

通した委託業者のもとで内容点検・縦覧点検し、資格、請求点数、給付発生原因

等の点検を行う。 

また、これらの月例事務の事後処理として、過誤調整、再審査請求及び不当利

得等に伴う返還請求、第三者行為に伴う損害賠償請求等を実施する。  

イ 事務処理体制  

医療機関におけるレセプト請求事務の経験者及び医療事務の修了者により、レ

セプト点検業務を行う。 

② 医療費通知について 

ア 通知目的  

被保険者に対して保険医療機関等で治療を受けた時の医療費を通知すること

により、保険者負担の動向、医療費の適正化、健康に対する認識等の啓発を目

的とする。 

イ 通知回数  

１年間分の医療費を年６回に分けて通知する。 

ウ 通知内容  

受診者氏名、診療年月、診療区分（入院・入院外・歯科・調剤の別）、日数、総

医療費の額、保険者負担額、診療を受けた医療機関等名を通知する。 

③ 第三者行為求償事務について 

交通事故等による第三者行為求償事務については、直接的に医療費の適正化

に連動することから積極的に対応する。 

また、第三者行為の把握のため、レセプト点検員による傷病名からの発見、地

元医師会や救急搬送病院に対して、連絡等の協力を依頼するとともに交通事故
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にあった場合などの届出を確実に行うよう周知する。 

④ 重複受診者及び頻回受診者に対する訪問指導  

医療費適正化のため、レセプト点検調査から重複・頻回受診者リストを抽出し、

同一傷病について、同一診療科目の複数の医療機関に同一月内に受診する「重

複受診者」や同一傷病について同一月内に同一診療科目を多数回受診する「頻

回受診者」へ指導通知書の発送及び架電による指導を実施する。 

⑤ 療養費の適正化について 

  年々増加している療養費の適正化に向け、柔道整復施術等療養費支給申請

書の内容について、専門的な知見を有する委託業者による点検を実施することで、

給付の適正化を図る。 

⑥ ジェネリック医薬品差額通知について 

ア 通知目的  

被保険者が調剤薬局等で処方を受けた場合の先発医薬品との差額を通知す

ることにより、可能な限りジェネリック医薬品を選択してもらい、患者負担の軽減、

医療保険財政の改善に資することを目的とする。 

イ 通知回数  

年８回通知する 

ウ 通知内容（予定） 

(1) 調剤レセプトのみ 

(2) 先発医薬品との差額が１薬剤 300 円以上差のある者  

(3) 長期服用傾向の薬剤  

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

 (４) 広報啓発事業について 

国民健康保険制度への理解を深めるため、下記の内容について広報啓発

に努めるものとする。 

 

① 国保事業への理解促進  

国保事業の円滑な運営を確保するために、国保事業全般を分かりやすく解説し

た小型の冊子を作成、窓口等での制度説明時に配布・対面説明し、国保事業へ

の理解を深める。 

② 被保険者資格届出の周知  

国民皆保険制度の趣旨を徹底するため、被保険者資格の取得・喪失届出の励

行に重点をおいた広報活動を実施する。 

③ 適正な保険利用の推進  

医療費通知等、被保険者による医療費への理解に加え、保険証更新時にその

時々の重点課題 (例：ジェネリック医薬品の促進や第三者行為、柔道整術師にか

かるとき等 )のパンフレットを全被保険者世帯に配布して知識の普及を図る。 

④ 市広報紙の活用  

「広報おの」紙面で、国保制度・適用関係など記事を掲載し、国保事業への理

解が深まるように努める。 

⑤ インターネット等の活用  

市のホームページや各種ＳＮＳで国保制度の概要、保健事業等についての紹介

に努める。 
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 (５) 保健事業及び特定健康診査等について 

被保険者の健康維持・増進のため、下記の事業を展開する。 

 

①  人間ドック助成事業  

人間ドックを利用することで疾病予防、早期発見・早期治療により健康の保持

増進につながることから、受診者に対し助成を行い保健事業の推進に努める。  

【令和６年度国保人間ドック助成額】 

北播磨総合医療センター  (１泊２日 ) 45,500 円   (１日のみ) 28,000 円  

その他の医療機関       費用の 1/2 又は 14,000 円を上限  

② 特定健康診査等の実施  

生活習慣病の早期発見と、健康保持増進に資することを目的に実施する。継

続して健康診査を受診する重要性を広く PR し、受診率の向上を図るとともに、医

療機関及び健診事業担当課と連携して効果的な事業を実施する。 

【令和６年度国保特定健診目標受診率等】 

特定健診受診率       40％ 

特定保健指導実施率    45％ 

メタボリックシンドローム該当者予備群の減少率   H２０年度比 25％減  

※数値は第４期特定健診等実施計画より 

③ 生活習慣病重症化予防対策の実施  

令和５年度に策定した第３期データヘルス計画に基づき、生活習慣病の発症、

重症化を防ぐため、レセプトデータ、特定健診データを効果的に活用した事業を実

施する。 

ア 生活習慣病の治療放置や未治療の被保険者を医療機関につなぐために、早

期受診を勧奨する。 

イ 生活習慣病の発症・重症化の予防のための教室を開催する。必要性のある被

保険者には、個別の保健指導を実施する。 
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 (６) マイナンバーカードと健康保険証の一体化について 

令和６年１２月２日以降、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、現

行の保険証は発行されないこととなるが、引き続き、保険診療を円滑に受ける

ことができるよう対応を進める。 

 

① 資格確認書等の交付に向けた対応  

マイナンバーカードでの資格確認ができない被保険者には、現行の保険証に代

わり資格確認書を交付する。今後、国から示される通知等をもとに交付に必要な

対応を進める。 

② 特別療養費の支給の通知に向けた対応  

長期にわたる国民健康保険税の滞納者に対して交付していた資格証明書に代

えて、「特別療養費の支給に変更する旨の事前通知」を交付する。今後、国から示

される通知等をもとに交付に必要な対応を進める。 

 


